
令和 5 年度事業計画 

自 令和 ５年４月 １日 

至 令和 ６年３月３１日 

 

Ⅰ. 事業方針    

  令和 2 年 1 月、国内において初めて感染が確認されてから、３年以上の長きにわたり、社

会・経済、さらには、人々の生活様式等にも大きな変化をもたらした新型コロナウィルス感染

症については、5 月 8 日以降、感染症法上の位置づけが 5 類感染症に移行する。大きな区

切りを迎える中、「社会・経済・教育を普通の姿に戻す」など、社会経済活動の正常化に向

けて、一段と弾みがつくことが期待されている。 

   令和５年度の政府経済見通しでは、計画的で大胆な投資を官民連携で推進するなと、民

需主導で持続可能な成長経路に乗せるための施策を推進し、実質 GDP 成長率は 1.5％程

度、名目 GDP成長率は、2.1％と民間需要がけん引していく成長を見込んでいる 

 足元では、原油価格をはじめとしたエネルギーや食料品に係るコスト、円ドル為替相場とい

ったコスト上昇速度は落ち着きを見せているものの、依然として高止まりが続いていることか

ら、令和 5年度に入っても、値上げの動きは続くものと見られている。 

このように、今年度の社会・経済の動向には不透明な要素も多く、牛乳・乳製品についても

価格改定をはじめ、コロナ禍の制限解除による購買行動の変化、インバウンド需要の回復な

どの不確定要素が多く、不確実性の高い状況に置かれているが、当協会においては、引き

続き、雇用・経済などに係る施策の情報把握に努め、会員への情報提供に努めていくことと

する。 

また、当協会の事業については、関係団体とも緊密に連携を図りながら、オンライン形式

による開催も含め、定款に定める下記事業項目の効果的かつ効率的な執行に努めるととも

に、学校給食用牛乳供給事業については、安全・安心な牛乳を安定的に供給することを基

本方針に置き、取り組んでいくものとする。 

 

１）牛乳に関する知識の普及・啓発、及び牛乳の飲用促進に関する事業 

２）牛乳衛生と乳質改善向上に関する事業 

３）学校給食用牛乳の供給に関する事業 

４）牛乳の流通改善及び流通機構の合理化と需給調整に関する事業 

５）牛乳に関する統計・調査に関する事業 

６）飲用牛乳の品質・表示に対する公正規約の遵守に関する事業 



Ⅱ．事業計画 

 

１．牛乳･乳製品の消費拡大 

一般社団法人 J ミルク及び一般社団法人日本乳業協会が主体的に取り組んで

いる牛乳・乳製品の消費拡大のための各種施策や牛乳飲用拡大運動に積極的に

参画するとともに、｢牛乳の日｣及び｢牛乳月間｣のイベント等への協力に努める。 

日本乳業協会と都道府県協会会員との協同による育成・啓発活動として、骨密

度測定及び栄養指導を実施する。 

また、会員企業は独自の新商品開発やホームページ等によって消費拡大に努

めるとともに、協会としても、中央団体が実施するブロック会議等への会員の出

席を働きかけるなど、様々な機会をとらえて、乳業界一体となった消費拡大に向

けた意識の共有化を図る。 

 

２．衛生管理の徹底と安全管理の構築に向けた研修会等への積極的な参加促進 

一般社団法人日本乳業協会等が主催する企業代表者及び製造･品質管理責任者 

を対象にした｢HACCP実務者講習会｣、「HACCP手引書講習会」「牛乳衛生講習会」及

び「乳製品表示講習会」、「製造管理者講習会」、さらには令和４年度より小規模

事業所の製造管理者を対象とする「製造管理者講習会」及び「小規模事業者衛生

管理支援事業」などが開催されることから、会員の積極的な参加を働きかけ、衛

生管理･安全管理の徹底を図る。 

  

３．原乳の円滑な需給調整への対応 

夏場の原乳逼迫等、原乳に関する諸問題に対応するため、原乳の需給変動に関 

する情報の迅速化を図るとともに、需給調整に関する関係官庁への要請等に努める。 

 

４．飲用乳の品質･表示に対する公正規約の遵守 

消費者の正しい商品選択と公正な市場競争に資するため、｢飲用乳の表示に関す

る公正競争規約｣等を遵守する。そのため、全国飲用牛乳公正取引協議会が開催す

る近畿ブロック会議及び検査技術研修会、飲用乳の表示についての説明会へ会員

の積極的な参加を図る。 

また、当協議会が実施する定期的な成分検査について適切な対応に努める。 

 

 

 



５．乳質管理委員会の開催 

良質かつ安全安心な生乳を安定的に確保するため、乳質管理委員会を年４回

開催し、生乳等の検査方法の検討協議、病理情報の収集やその対策、酪農指導

方法等の検討・協議を進める。 

 

６．衛生研修会等の実施 

   食品衛生知識や衛生管理技術の向上を通じて、より安全安心な牛乳の供給を

確保することを目的として一般社団法人日本乳業協会が開催する「牛乳衛生講

習会」への会員の積極的な参加を図る。 

 

７．学校給食用牛乳事業の円滑な推進 

本事業は安全安心で高品質の国内産牛乳を児童・生徒に継続供給することによ

りその体位・体力の向上と酪農の健全な発展を図ることを目的とする国の事業で

ある。当協会は国庫補助事業の事業実施主体として、｢安全安心な学乳の安定供給｣、

｢新規学乳事業を始めとする学乳事業の円滑な執行｣等を目指し、次に掲げる事業

を実施する。 

 

１）大阪府学校給食用牛乳推進協議会の開催 

地域の特性を踏まえた学乳の安定的かつ効率的な供給や児童生徒に対する

安全・安心な牛乳の提供を図るための諸課題について、関係機関との間で共通

認識の醸成と協議を行い、学校給食用牛乳制度の維持・拡大等につなげる。 

① 協議会の構成員 

大阪府環境農林水産部流通対策室長、大阪府教育庁教育振興室保健体育課長、

大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課長、公益財団法人大阪府学校給

食会常務理事、大阪畜産農業協同組合担当理事、大阪市教育委員会事務局指

導部保健体育担当課長、一般社団法人大阪府牛乳協会会長など 

② 事務局 

大阪府環境農林水産部流通対策室 

③ 庶務 

一般社団法人大阪府牛乳協会 

 

 

 



２）学校給食用牛乳供給事業の円滑な実施運営 

学校給食用牛乳供給事業の円滑な推進を図るため、学校給食用牛乳供給事業

に従事する企業代表者による代表者会議を開催し、国及び大阪府からの伝達事

項や大阪府学校給食用牛乳推進協議会における協議事項の進捗状況等について

的確な伝達を行うとともに、学校給食用牛乳供給事業の諸課題について協議を

進める。併せて、各企業の学乳事務担当者についても学校給食用牛乳供給事業

事務の円滑な執行を図るため学乳担当者会議を開催する。 

 

３）学校給食用牛乳供給事業事務の充実 

学乳事務のコンピューターによるネットワークの効率化とバックアップ機

能の充実を引き続き図るとともに、学乳に携わる関係機関及び担当職員間との

連携に努める。 

 

Ⅲ．諸会議の開催等 

 

１． 総会及び理事会 

一般社団法人大阪府牛乳協会定款に基づいて定時総会及び理事会を開催す

る。また、必要に応じて臨時総会を開催する。 

 

２． 運営委員会の開催 

財務委員会、牛乳流通委員会、乳質管理委員会、学乳委員会を必要に応じて

適宜開催する。 

 

３． 新年互礼会の開催 

今年度の新年互礼会は、令和６年１月１６日（火）を開催予定日とする。 

  

４．中央団体等の総会等への出席 

一般社団法人日本乳業協会及び一般社団法人 J ミルクの総会等並びに全国飲

用牛乳公正取引協議会定時委員会等への出席に努める。 

 

 



５．近畿ブロック乳業協議会の開催 

乳業界が抱える｢原乳価格やその確保問題｣、「消費拡大に関する対応」、「衛生管

理･安全管理問題」及び「学乳が抱える直近の課題」等について協議を行うため、

近畿ブロック乳業協議会（平成１６年３月設立）を開催する。 


